
○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第１号 

 

改正案 現行 

別紙様式第１号（第 18 条第１項関係）                              （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

    
第２     第     期中（     年    月    日現在）中間貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

外 国 為 替 
そ の 他 資 産 

リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

有 形 固 定 資 産 
（略） 

 

（略） 

社 債 
新 株 予 約 権 付 社 債 
そ の 他 負 債 

未 払 法 人 税 等 
リ ー ス 債 務 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～３ （略）  

（以下略） 

 

別紙様式第１号（第 18 条第１項関係）                              （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第２     第     期中（     年    月    日現在）中間貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

外 国 為 替 
そ の 他 資 産 

 
 

有 形 固 定 資 産 
（略） 

 

（略） 

社 債 
新 株 予 約 権 付 社 債 
そ の 他 負 債 

未 払 法 人 税 等 
リ ー ス 債 務 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～３ （略）  

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第１号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第１号の２（第 18 条第１項関係）                            （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第２     第     期中（     年    月    日現在）中間貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

外 国 為 替 
そ の 他 資 産 

リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

有 形 固 定 資 産 
（略） 

 

（略） 

短 期 社 債 
社 債 
新 株 予 約 権 付 社 債 
そ の 他 負 債 

未 払 法 人 税 等 
（略） 

 

（記載上の注意） 

１～３ （略）  

（以下略） 

 

別紙様式第１号の２（第 18 条第１項関係）                            （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第２     第     期中（     年    月    日現在）中間貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

外 国 為 替 
そ の 他 資 産 

 
 

有 形 固 定 資 産 
（略） 

 

（略） 

短 期 社 債 
社 債 
新 株 予 約 権 付 社 債 
そ の 他 負 債 

未 払 法 人 税 等 
（略） 

 

（記載上の注意） 

１～３ （略）  

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第２号 

 

改正案 現行 

別紙様式第２号（第 18 条第１項関係）                              （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第２    年    月    日現在中間貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

外 国 為 替 
そ の 他 資 産 

リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

有 形 固 定 資 産 
（略） 

 

（略） 

未 払 法 人 税 等 
リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

賞 与 引 当 金 
（略） 

 

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

 

 第３ （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間損益計算書 

（単位：百万円） 
科     目 金               額 

（略） 

本 店 へ の 送 金 
( 本 店 か ら の 補  金 ) 
中 間 繰 越 利 益 剰 余 金 

（略） 

× × × 
 

× × × 

（記載上の注意） 

   １～４ （略） 

 

別紙様式第２号（第 18 条第１項関係）                              （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第２    年    月    日現在中間貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

外 国 為 替 
そ の 他 資 産 

 
 

有 形 固 定 資 産 
（略） 

 

（略） 

未 払 法 人 税 等 
リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

賞 与 引 当 金 
（略） 

 

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

 

 第３ （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間損益計算書 

（単位：百万円）

科     目 金               額 
（略） 

本 店 へ の 送 金 
( 本 店 か ら の 補 て ん 金 ) 
中 間 繰 越 利 益 剰 余 金 

（略） 

× × × 
 

× × × 

（記載上の注意） 

   １～４ （略） 

   

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第２号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第２号の２（第 18 条第１項関係）                            （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第２    年    月    日現在中間貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

外 国 為 替 
そ の 他 資 産 

リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

有 形 固 定 資 産 
（略） 

 

（略） 

そ の 他 負 債 
未 払 法 人 税 等 
リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

 

 第３ （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間損益計算書 

（単位：百万円） 
科     目 金               額 

（略） 

本 店 へ の 送 金 
( 本 店 か ら の 補  金 ) 
中 間 繰 越 利 益 剰 余 金 

（略） 

× × × 
 

× × × 

（記載上の注意） 

   １～４ （略） 

 

別紙様式第２号の２（第 18 条第１項関係）                            （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第２    年    月    日現在中間貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

外 国 為 替 
そ の 他 資 産 

 
 

有 形 固 定 資 産 
（略） 

 

（略） 

そ の 他 負 債 
未 払 法 人 税 等 
リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

 

 第３ （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間損益計算書 

（単位：百万円）

科     目 金               額 
（略） 

本 店 へ の 送 金 
( 本 店 か ら の 補 て ん 金 ) 
中 間 繰 越 利 益 剰 余 金 

（略） 

× × × 
 

× × × 

（記載上の注意） 

   １～４ （略） 

 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第３号 

 

改正案 現行 

別紙様式第３号（第 18 条第２項関係）                              （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第２    第   期末（    年    月    日現在）貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

取 立 外 国 為 替 
そ の 他 資 産 

未 決 済 為 替 貸 
（略） 

金 融 派 生 商 品 
社 債 発 行 費 
リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 
 
 

（略） 

従 業 員 預 り 金 
給 付 補  備 金 
先 物 取 引 受 入 証 拠 金 

（略） 

金 融 派 生 商 品 
リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

 
（以下略） 

 

別紙様式第３号（第 18 条第２項関係）                              （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第２    第   期末（    年    月    日現在）貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

取 立 外 国 為 替 
そ の 他 資 産 

未 決 済 為 替 貸 
（略） 

金 融 派 生 商 品 
社 債 発 行 費 

 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 
 
 

（略） 

従 業 員 預 り 金 
給 付 補 て ん 備 金 
先 物 取 引 受 入 証 拠 金 

（略） 

金 融 派 生 商 品 
リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

 
（以下略） 

 

 
 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第３号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第３号の２（第 18 条第２項関係）                            （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第２    第   期末（    年    月    日現在）貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

先 物 取 引 差 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 等 
金 融 派 生 商 品 
社 債 発 行 費 
リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 
 
 

（略） 

従 業 員 預 り 金 
給 付 補  備 金 
先 物 取 引 受 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
借 入 商 品 債 券 
借 入 特 定 取 引 有 価 証 券 
借 入 有 価 証 券 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

（以下略） 

 

別紙様式第３号の２（第 18 条第２項関係）                             （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第２    第   期末（    年    月    日現在）貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

先 物 取 引 差 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 等 
金 融 派 生 商 品 
社 債 発 行 費 

 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 
 
 

（略） 

従 業 員 預 り 金 
給 付 補 て ん 備 金 
先 物 取 引 受 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
借 入 商 品 債 券 
借 入 特 定 取 引 有 価 証 券 
借 入 有 価 証 券 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

（以下略） 

 

 
 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第４号 

 

改正案 現行 

別紙様式第４号（第 18 条第２項関係）                              （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第２          年    月    日現在  貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

外 国 他 店 預 け 
外 国 他 店 貸 
買 入 外 国 為 替 

（略） 

先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 等 
金 融 派 生 商 品 
リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 

（略） 

従 業 員 預 り 金 
給 付 補  備 金 
先 物 取 引 受 入 証 拠 金 

（略） 

リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

賞 与 引 当 金 
退 職 給 付 引 当 金 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

 

 第３ （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 損益計算書 

（単位：百万円） 
科     目 金               額 

（略）  

本 店 へ の 送 金 
( 本 店 か ら の 補  金 ) 
繰 越 利 益 剰 余 金 

× × × 
 

× × × 
（記載上の注意） 

   １～８ （略） 

 
 
 

 

別紙様式第４号（第 18 条第２項関係）                              （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第２          年    月    日現在  貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

外 国 他 店 預 け 
外 国 他 店 貸 
買 入 外 国 為 替 

（略） 

先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 等 
金 融 派 生 商 品 

 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 

（略） 

従 業 員 預 り 金 
給 付 補 て ん 備 金 
先 物 取 引 受 入 証 拠 金 

（略） 

リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

賞 与 引 当 金 
退 職 給 付 引 当 金 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～６ （略）  

 

 第３ （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 損益計算書 

（単位：百万円）

科     目 金               額 
（略）  

本 店 へ の 送 金 
( 本 店 か ら の 補 て ん 金 ) 
繰 越 利 益 剰 余 金 

× × × 
 

× × × 
（記載上の注意） 

   １～８ （略） 

 
 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第４号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第４号の２（第 18 条第２項関係）                            （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第２          年    月    日現在  貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

未 決 済 為 替 貸 
前 払 費 用 
未 収 収 益 
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 等 
金 融 派 生 商 品 
リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 

（略） 

従 業 員 預 り 金 
給 付 補  備 金 
先 物 取 引 受 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
借 入 商 品 債 券 
借 入 特 定 取 引 有 価 証 券 
借 入 有 価 証 券 
売 付 債 券 
金 融 派 生 商 品 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

 

 第３ （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 損益計算書 

（単位：百万円） 
科     目 金               額 

（略）  

本 店 へ の 送 金 
( 本 店 か ら の 補  金 ) 
繰 越 利 益 剰 余 金 

× × × 
 

× × × 

（記載上の注意） 

   １～８ （略） 

 

別紙様式第４号の２（第 18 条第２項関係）                            （日本工業規格Ａ４） 
（略） 

 
第２          年    月    日現在  貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

未 決 済 為 替 貸 
前 払 費 用 
未 収 収 益 
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 等 
金 融 派 生 商 品 

 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 

（略） 

従 業 員 預 り 金 
給 付 補 て ん 備 金 
先 物 取 引 受 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
借 入 商 品 債 券 
借 入 特 定 取 引 有 価 証 券 
借 入 有 価 証 券 
売 付 債 券 
金 融 派 生 商 品 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～６ （略）  

 

 第３ （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 損益計算書 

（単位：百万円）

科     目 金               額 
（略）  

本 店 へ の 送 金 
( 本 店 か ら の 補 て ん 金 ) 
繰 越 利 益 剰 余 金 

× × × 
 

× × × 
（記載上の注意） 

   １～８ （略） 

 
 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第５号 

 

改正案 現行 

別紙様式第５号（第 18 条第３項関係）                          （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 
第２    中間連結財務諸表 

 
１ （略） 

２   （     年    月    日現在）中間連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～４ （略） 

５ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人

税等」、「リース債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の 100 分の

１を超える場合は科目を設けて記載する。 

 
（以下略） 

 

別紙様式第５号（第 18条第３項関係）                          （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 
第２    中間連結財務諸表 

 
１ （略） 

２   （     年    月    日現在）中間連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～４ （略） 

５ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人

税等」及び「リース債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合は

科目を設けて記載する。 

 
（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第５号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第５号の２（第 18 条第４項関係）                        （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 
第２     連結財務諸表 

１ （略） 

 
２   （     年    月    日現在）連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６  「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人

税等」、「リース債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の 100 分の

１を超える場合は科目を設けて記載する。 

７ （略） 

 
（以下略） 

 

別紙様式第５号の２（第 18 条第４項関係）                        （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 
第２     連結財務諸表 

１ （略） 

 
２   （     年    月    日現在）連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６  「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人

税等」及び「リース債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合は

科目を設けて記載する。 

７ （略） 

 
（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第６号 

 

改正案 現行 

別紙様式第６号（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期   中  間  決    算    公    告 

 
（略） 

 
中間貸借対照表（     年    月    日現在） 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

外 国 為 替 
そ の 他 資 産 

リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

有 形 固 定 資 産 
（略） 

 

（略） 

社 債 
新 株 予 約 権 付 社 債 
そ の 他 負 債 

未 払 法 人 税 等 
リ ー ス 債 務 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～３ （略）  

（以下略） 

 

別紙様式第６号（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期   中  間  決    算    公    告 

 
（略） 

 
中間貸借対照表（     年    月    日現在） 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

外 国 為 替 
そ の 他 資 産 

 
 

有 形 固 定 資 産 
（略） 

 

（略） 

社 債 
新 株 予 約 権 付 社 債 
そ の 他 負 債 

未 払 法 人 税 等 
リ ー ス 債 務 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～３ （略）  

（以下略） 

 
 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第６号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第６号の２（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期   中  間  決    算    公    告 

 
（略） 

 
中間貸借対照表（     年    月    日現在） 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

外 国 為 替 
そ の 他 資 産 

リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

有 形 固 定 資 産 
（略） 

 

（略） 

短 期 社 債 
社 債 
新 株 予 約 権 付 社 債 
そ の 他 負 債 

未 払 法 人 税 等 
（略） 

 

（記載上の注意） 

１～３ （略）  

（以下略） 

 

別紙様式第６号の２（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期   中  間  決    算    公    告 

 
（略） 

 
中間貸借対照表（     年    月    日現在） 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

外 国 為 替 
そ の 他 資 産 

 
 

有 形 固 定 資 産 
（略） 

 

（略） 

短 期 社 債 
社 債 
新 株 予 約 権 付 社 債 
そ の 他 負 債 

未 払 法 人 税 等 
（略） 

 

（記載上の注意） 

１～３ （略）  

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第６号の３ 

 

改正案 現行 

別紙様式第６号の３（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期    決    算    公    告   

 
（略） 

 
貸借対照表（     年    月    日現在） 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

取 立 外 国 為 替 
そ の 他 資 産 

未 決 済 為 替 貸 
（略） 

金 融 派 生 商 品 
社 債 発 行 費 
リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 
 
 

（略） 

従 業 員 預 り 金 
給 付 補  備 金 
先 物 取 引 受 入 証 拠 金 

（略） 

金 融 派 生 商 品 
リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～６ （略）  

（以下略） 

 

別紙様式第６号の３（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期    決    算    公    告   

 
（略） 

 
貸借対照表（     年    月    日現在） 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

取 立 外 国 為 替 
そ の 他 資 産 

未 決 済 為 替 貸 
（略） 

金 融 派 生 商 品 
社 債 発 行 費 

 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 

（略） 

従 業 員 預 り 金 
給 付 補 て ん 備 金 
先 物 取 引 受 入 証 拠 金 

（略） 

金 融 派 生 商 品 
リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～６ （略）  

（以下略） 

 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第６号の４ 

 

改正案 現行 

別紙様式第６号の４（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期    決    算    公    告   

 
（略） 

 
貸借対照表（     年    月    日現在） 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

先 物 取 引 差 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 等 
金 融 派 生 商 品 
社 債 発 行 費 
リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 
 
 

（略） 

従 業 員 預 り 金 
給 付 補  備 金 
先 物 取 引 受 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
借 入 商 品 債 券 
借 入 特 定 取 引 有 価 証 券 
借 入 有 価 証 券 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～６ （略）  

（以下略） 

 

別紙様式第６号の４（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期    決    算    公    告   

 
（略） 

 
貸借対照表（     年    月    日現在） 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

先 物 取 引 差 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 等 
金 融 派 生 商 品 
社 債 発 行 費 

 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 
 
 

（略） 

従 業 員 預 り 金 
給 付 補 て ん 備 金 
先 物 取 引 受 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
借 入 商 品 債 券 
借 入 特 定 取 引 有 価 証 券 
借 入 有 価 証 券 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

（以下略） 

 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第７号 

 

改正案 現行 

別紙様式第７号（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期   中  間  決    算    公    告 

 
（略） 

 
中間貸借対照表（     年    月    日現在） 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

外 国 為 替 
そ の 他 資 産 

リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

有 形 固 定 資 産 
（略） 

 

（略） 

未 払 法 人 税 等 
リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

賞 与 引 当 金 
（略） 

 

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

 

中間損益計算書（ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 
（単位：百万円） 

科     目 金               額 
（略） 

本 店 へ の 送 金 
( 本 店 か ら の 補  金 ) 
中 間 繰 越 利 益 剰 余 金 

 

（記載上の注意） 

１～４ （略） 

 
（以下略） 

 

別紙様式第７号（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期   中  間  決    算    公    告 

 
（略） 

 
中間貸借対照表（     年    月    日現在） 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

外 国 為 替 
そ の 他 資 産 

 
 

有 形 固 定 資 産 
（略） 

 

（略） 

未 払 法 人 税 等 
リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

賞 与 引 当 金 
（略） 

 

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

 

中間損益計算書（ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 
（単位：百万円）

科     目 金               額 
（略） 

本 店 へ の 送 金 
( 本 店 か ら の 補 て ん 金 ) 
中 間 繰 越 利 益 剰 余 金 

 

（記載上の注意） 

１～４ （略） 

 
（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第７号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第７号の２（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期   中  間  決    算    公    告 

 
（略） 

 
中間貸借対照表（     年    月    日現在） 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

外 国 為 替 
そ の 他 資 産 

リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

有 形 固 定 資 産 
（略） 

 

（略） 

そ の 他 負 債 
未 払 法 人 税 等 
リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

 

中間損益計算書（ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 
（単位：百万円） 

科     目 金               額 
（略） 

本 店 へ の 送 金 
( 本 店 か ら の 補  金 ) 
中 間 繰 越 利 益 剰 余 金 

 

（記載上の注意） 

１～４ （略） 

 
（以下略） 

別紙様式第７号の２（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期   中  間  決    算    公    告 

 
（略） 

 
中間貸借対照表（     年    月    日現在） 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

外 国 為 替 
そ の 他 資 産 

 
 

有 形 固 定 資 産 
（略） 

 

（略） 

そ の 他 負 債 
未 払 法 人 税 等 
リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

 

中間損益計算書（ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 
（単位：百万円）

科     目 金               額 
（略） 

本 店 へ の 送 金 
( 本 店 か ら の 補 て ん 金 ) 
中 間 繰 越 利 益 剰 余 金 

 

（記載上の注意） 

１～４ （略） 

 
（以下略） 

 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第７号の３ 

 

改正案 現行 

別紙様式第７号の３（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期     決    算    公    告 

 
（略） 

 
貸借対照表（     年    月    日現在） 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

外 国 他 店 預 け 
外 国 他 店 貸 
買 入 外 国 為 替 

（略） 

先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 等 
金 融 派 生 商 品 
リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 

（略） 

従 業 員 預 り 金 
給 付 補  備 金 
先 物 取 引 受 入 証 拠 金 

（略） 

リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

賞 与 引 当 金 
退 職 給 付 引 当 金 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

 

損益計算書（ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 
（単位：百万円） 

科     目 金               額 
（略）  

本 店 へ の 送 金 
( 本 店 か ら の 補  金 ) 
繰 越 利 益 剰 余 金 

 

（記載上の注意） 

１～８ （略） 

 
（以下略） 

 

別紙様式第７号の３（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期     決    算    公    告 

 
（略） 

 
貸借対照表（     年    月    日現在） 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

外 国 他 店 預 け 
外 国 他 店 貸 
買 入 外 国 為 替 

（略） 

先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 等 
金 融 派 生 商 品 

 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 

（略） 

従 業 員 預 り 金 
給 付 補 て ん 備 金 
先 物 取 引 受 入 証 拠 金 

（略） 

リ ー ス 債 務 
資 産 除 去 債 務 
そ の 他 の 負 債 

賞 与 引 当 金 
退 職 給 付 引 当 金 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

 

損益計算書（ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 
（単位：百万円）

科     目 金               額 
（略）  

本 店 へ の 送 金 
( 本 店 か ら の 補 て ん 金 ) 
繰 越 利 益 剰 余 金 

 

（記載上の注意） 

１～８ （略） 

 
（以下略） 

 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第７号の４ 

 

改正案 現行 

別紙様式第７号の４（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期     決    算    公    告 

 
（略） 

 
貸借対照表（     年    月    日現在） 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

未 決 済 為 替 貸 
前 払 費 用 
未 収 収 益 
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 等 
金 融 派 生 商 品 
リ ー ス 投 資 資 産 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 

（略） 

従 業 員 預 り 金 
給 付 補  備 金 
先 物 取 引 受 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
借 入 商 品 債 券 
借 入 特 定 取 引 有 価 証 券 
借 入 有 価 証 券 
売 付 債 券 
金 融 派 生 商 品 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

損益計算書（ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 
（単位：百万円） 

科     目 金               額 
（略）  

本 店 へ の 送 金 
( 本 店 か ら の 補  金 ) 
繰 越 利 益 剰 余 金 

 

（記載上の注意） 

１～８ （略） 

 
（以下略） 

 

別紙様式第７号の４（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期     決    算    公    告 

 
（略） 

 
貸借対照表（     年    月    日現在） 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略） 

未 決 済 為 替 貸 
前 払 費 用 
未 収 収 益 
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
保 管 有 価 証 券 等 
金 融 派 生 商 品 

 
そ の 他 の 資 産 

（略） 

 

（略） 

従 業 員 預 り 金 
給 付 補 て ん 備 金 
先 物 取 引 受 入 証 拠 金 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
借 入 商 品 債 券 
借 入 特 定 取 引 有 価 証 券 
借 入 有 価 証 券 
売 付 債 券 
金 融 派 生 商 品 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

損益計算書（ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 
（単位：百万円）

科     目 金               額 
（略）  

本 店 へ の 送 金 
( 本 店 か ら の 補 て ん 金 ) 
繰 越 利 益 剰 余 金 

 

（記載上の注意） 

１～８ （略） 

 
（以下略） 

 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第８号 

 

改正案 現行 

別紙様式第８号（第 19 条第２項及び第６項関係） 

第１    第        期    中 間 決  算  公  告 

 
（略） 

 
中間連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人

税等」、「リース債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の 100 分の

１を超える場合は科目を設けて記載する。 

 
（以下略） 

 

別紙様式第８号（第 19 条第２項及び第６項関係） 

第１    第        期    中 間 決  算  公  告 

 
（略） 

 
中間連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

  （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人

税等」及び「リース債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合は

科目を設けて記載する。 

 
（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第８号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第８号の２（第 19 条第２項及び第６項関係） 

第１    第        期     決  算  公  告 

 
（略） 

 
連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

７  「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人

税等」、「リース債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の 100 分の

１を超える場合は科目を設けて記載する。 

８ （略） 

 
（以下略） 

 

別紙様式第８号の２（第 19 条第２項及び第６項関係） 

第１    第        期    決  算  公  告 

 
（略） 

 
連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

  （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

７  「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人

税等」及び「リース債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合は

科目を設けて記載する。 

８ （略） 

 
（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第 11 号 

 
改正案 現行 

別紙様式第 11 号（第 34 条の 24 第１項関係）                     （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 
第２    中間連結財務諸表 

１ （略） 

２  第   期中 （     年    月    日現在）中間連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人

税等」、「リース債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の 100 分の

１を超える場合は科目を設けて記載する。 

 
 

（以下略） 

別紙様式第 11 号（第 34条の 24 第１項関係）                    （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 
第２    中間連結財務諸表 

１ （略） 

２  第   期中 （     年    月    日現在）中間連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人

税等」及び「リース債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合は

科目を設けて記載する。 

 
 

（以下略） 
 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第 12 号 

 

改正案 現行 

別紙様式第 12 号（第 34 条の 24 第２項関係）                      （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 
第２     連結財務諸表 

１ （略） 

２   （     年    月    日現在）連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

７  「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人

税等」、「リース債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の 100 分の

１を超える場合は科目を設けて記載する。 

８ （略） 

 
（以下略） 

別紙様式第 12 号（第 34条の 24 第２項関係）                      （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 
第２     連結財務諸表 

１ （略） 

２  第   期末 （     年    月    日現在）連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

７  「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人

税等」及び「リース債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合は

科目を設けて記載する。 

８ （略） 

 
（以下略） 

 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第 13 号 

 

改正案 現行 

別紙様式第 13 号（第 34条の 25 第１項及び第４項関係） 

第１    第        期    中 間 決  算  公  告 

 
（略） 

 
中間連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

７ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人

税等」、「リース債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の 100 分の

１を超える場合は科目を設けて記載する。 

 
（以下略） 

別紙様式第 13 号（第 34条の 25 第１項及び第４項関係） 

第１    第        期    中 間 決  算  公  告 

 
（略） 

 
中間連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

 （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～６ （略） 

７ 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人

税等」及び「リース債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合は

科目を設けて記載する。 

 
（以下略） 

 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第 13 号の２ 

  

改正案 現行 

別紙様式第 13 号の２（第 34 条の 25第１項及び第４項関係） 

第１    第        期     決  算  公  告 

 
（略） 

 
連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

（単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～７ （略） 

８  「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人

税等」、「リース債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の 100 分の

１を超える場合は科目を設けて記載する。 

９ （略） 

 
（以下略） 

 
 
 
 

別紙様式第 13 号の２（第 34 条の 25第１項及び第４項関係） 

第１    第        期    決  算  公  告 

 
（略） 

 
連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

  （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

（記載上の注意） 

１～７ （略） 

８  「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産

総額の 100 分の５を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を

付した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人

税等」及び「リース債務」については、その金額が資産総額の 100 分の１を超える場合は

科目を設けて記載する。 

９ （略） 

 
（以下略） 

 
 
 
 
 
 
 
  

 


